
質問の回答

①ハローワークで雇用保険事務所の登録をしているが、事業主として変更が必要か。
労働保険についても、変更が必要か。

A,雇用保険、労働保険は住所が自動的に切り替わらないので、各々で手続きをお願いします。
必要な書類は住居表示決定通知書になります。
公共職業安定所倶知安分室 ℡0136-22-0248
小樽労働基準監督署倶知安支署 ℡0136-22-0206

②北海道（後志総合振興局）で所管している不動産取得税や自動車税等について変更手続き
は必要か。

A,法人の税金の関係は、北海道でシステムを変更するので、手続きは不要です。

③冬季シーズンに向けて、外国人従業員のビザの手続きを進めているが、現在、入国管理局
に申請すると字山田の住所で申請となるが、許可がおりるのが１０月１日以降になると
新住所に変更になっているが、どのように対応したら良いか。

A,外国人従業員の住所変更については、変更届出をすべき事由に当たらないので手続きは
不要です。
事業者の住所変更につきましては、事業の種別によって、手続きの対応が変わります
ので、大変お手数をお掛けしますが、直接連絡していただくようお願いします。
札幌入国管理局審査部門 ℡011-261-9658


